
1

東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスについて

平成２８年１１月２１日
広域系統整備委員会事務局

第１９回広域系統整備委員会
資料１
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■これまでの主な経緯

 第１回広域系統整備委員会（平成２７年４月２４日）
• 計画策定プロセスの進め方等のご議論

 第５回広域系統整備委員会（平成２７年９月１４日）
• 費用負担の考え方、特定負担額・一般負担額の試算のご議論
• 基本要件及び受益者の範囲（案）のご議論

 第９回～第１４回広域系統整備委員会（平成２７年１月２９日～平成２８年６月２４日）
• 短工期対策のご議論

 第１３回～第１４回広域系統整備委員会（平成２８年５月２７日～６月２４日）
• 実施案等の提案概要、評価（増強の完了時期、工事費を除く）

 第１５回～第１６回広域系統整備委員会（平成２８年７月２９日～８月３１日）
• 実施案等の評価
• 費用負担割合案の検討

 第１７回広域系統整備委員会（平成２８年１０月７日）
• 電気供給事業者への費用負担割合案の同意確認（契約事項）

I. 費用負担割合の案への同意確認状況と計画策定プロセスのスケジュール見直し

II. 広域系統整備計画の記載内容（案）

■今回ご議論等いただきたい事項
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今回

検討スケジュール（見直し前）と今回の位置づけ

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

対策案の検討

受益者範囲の検討

実施案の検討

負担割合の検討

広域系統整備計画
取りまとめ・公表

広域系統整備委員会 　 　 　

評議員会

理事会

その他

平成２７年度 平成２８年度

◇9/29 基本要件

◆9/30 基本要件

★12/15

公募要領

★9/14

・基本要件

・実施案等の募集要否

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆12/16実施案等の募集

要領検討

☆実施案等の募集（～H28/5）

◇12/15検討状況報告

★8/31

・実施案等の評価

・費用負担割合（案）検討

評価

★広域系統整備

計画の決定

★2/22短工期対策

★5/27

・実施案プレゼン

・短工期対策

◇9/9実施案等、費用負担割合（案）

◆10/7実施案等決定

◆10/7費用負担割合（案）決定◆9/30 実施案等の募集要否

★11/20

公募要領（原案）

★10/16

電気供給事業者への要請文送付（ご報告）

◆10/14

電気供給事業者への要請（～11/24）

★1/29短工期対策

★4/25短工期対策

★6/24

・実施案等の評価

・短工期対策

★7/29

・実施案等の評価

・費用負担割合（案）検討

◆7/6短工期対策の入札（～8/5） ◆広域系統整備

計画の決定

☆広域系統整備

計画の公表

★10/7

同意確認内容

（契約事項）検討

同意確認

◆8/24短工期対策の開札結果通知

★検討状況報告
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Ⅰ．費用負担割合の案への同意確認状況と
計画策定プロセスのスケジュール見直し
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１．電気供給事業者の応募取り下げ及び応募内容変更に伴う
電力取引拡大希望量と実施案の運用容量の変更（報告）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新年月日：平成 26年 7月 
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【応募取り下げ及び内容変更後の応募電源の地域分布】

 電気供給事業者より応募取り下げ及び応募内容変更の申し出があった。
• 応募取り下げ ：▲２７５，５００ｋＷ（３発電所）
• 電力取引の量の減少 ：▲ ３３，０００ｋＷ（１発電所）

【今回変更後の電力取引拡大希望量（提起者を含む）】
電気供給事業者 ： ６社（▲３社）
電力取引の合計量 ： ４，１６４，１００ｋＷ（９発電所）→３，８５５，６００ｋＷ（６発電所）

 これに伴う実施案の対策工事の変更は不要だが、対策後の運用容量は、１，０６８万ｋＷ
（５７３万ｋＷから４９５万ｋＷの増強）から１，０２８万ｋＷ（４５５万ｋＷの増強）に減少する
ため、実施案を修正した。
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２．電気供給事業者の応募取り下げ及び応募内容変更に伴う
費用負担額の再試算（報告）

 前頁を反映し費用負担額を再試算した結果（下表）、費用負担割合の案の通知における
試算額より特定負担額の総額は減少し、一般負担額は増加した。

 また、特定負担額のｋＷ単価は、費用負担割合の案の通知における試算額（９，１７０円
／ｋＷ）より６８９円上昇して９，８５９円／ｋＷとなった。

※1 区間１の用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含む。
※2 消費税等相当額を除く。

区間 区分 受 益

試算額※2

特定負担
一般負担

合計
東北 東京

区間１

Ⅰ
運用容量拡大
（応募電源利用分）他

380億円
（9,859円/kW）

－ － 380億円

Ⅱ
運用容量拡大
（空容量相当）

－ － 68億円 68億円

Ⅲ
供給信頼度等向上
（出力抑制回避）

－ 87億円 － 87億円

Ⅳ
供給信頼度等向上
（停電回避）

－ － 18億円 18億円

Ⅴ 設備更新他※1 － 36億円 15億円 51億円

区間２ Ⅵ
広範囲の裨益
（地内基幹系統）

－

その他 Ⅶ
供給信頼度等向上
（エリア全体の安定供給対策）

－



7【参考】費用負担割合の案の通知（Ｈ２８年１０月７日）における試算額

区間 区分 受 益

試算額※2

特定負担
一般負担

合計
東北 東京

区間１

Ⅰ
運用容量拡大
（応募電源利用分）他

382億円
（9,170円/kW）

－ － 382億円

Ⅱ
運用容量拡大
（空容量相当）

－ － 72億円 72億円

Ⅲ
供給信頼度等向上
（出力抑制回避）

－ 83億円 － 83億円

Ⅳ
供給信頼度等向上
（停電回避）

－ － 17億円 17億円

Ⅴ 設備更新他※1 － 36億円 15億円 51億円

区間２ Ⅵ
広範囲の裨益
（地内基幹系統）

－

その他 Ⅶ
供給信頼度等向上
（エリア全体の安定供給対策）

－

※1 区間１の用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含む。
※2 消費税等相当額を除く。



8３．費用負担割合の案への同意確認状況と
計画策定プロセスのスケジュール見直し

 電気供給事業者へ費用負担割合の案への同意確認（同意確認期間：１０月７日～１１月
２日）を行った結果、同期間中に応募取り下げがあった３社を除き、６社の電気供給事業
者すべてから同意を得た。

 また、短工期対策の落札候補者からは、前項の同意とともに、短工期対策に対する費
用負担の同意を得た。

 しかし、応募取り下げ等による再試算後の特定負担額（９，８５９円／ｋＷ）は、費用負担
割合の案への同意の効果が維持される額（９，５００円／ｋＷ）を超過したことから、提起
者及び応募者（応募を取り下げた事業者を除く。以下同様）に対して今回の試算結果を
通知し、再度の同意確認を実施中である（同意確認期間：１１月１６日～１２月１３日）。

 今後、全ての提起者及び応募者から、費用負担割合の案に対する同意を得た上で、一
般送配電事業者（東北電力、東京電力ＰＧ）へ費用負担割合の案への同意を確認する
予定。

 これに伴い、本年１２月に予定していた広域系統整備計画の決定を平成２９年２月に変
更する（詳細は次頁）。

 なお、提起者及び応募者、東北電力並びに東京電力ＰＧに対しては、見直し後のスケ
ジュール及び中間報告を別途通知する。



9４．スケジュールの見直し案

時期 現計画（第１７回委員会） 変更後

１１月

１６日 理事会
（恒久対策）費用負担割合（案）（特定負担分）試算値再通知

１１月１６日～１２月１３日
（恒久対策）応募者等費用負担割合(案）同意再確認

下旬 理事会
（恒久対策）費用負担割合（案）（一般負担分）決定

１１月下旬～１２月下旬
（恒久対策）一般送配電事業者 費用負担割合(
案）同意確認

下旬 広域系統整備委員会
（恒久対策）費用負担割合（案）（一般負担分）試算
等報告

１２月

下旬 理事会
（恒久対策）費用負担割合（案）（一般負担分）決定

１２月下旬～１月下旬
（恒久対策）一般送配電事業者 費用負担割合(案）同意確認

下旬 広域系統整備委員会 １９日 広域系統整備委員会
（恒久対策）費用負担割合（案）（一般負担分）試算等報告

下旬 理事会
広域系統整備計画決定・公表、短工期対策落札
者決定・通知

1月 １月～３月 東北電力と応募者等との契約・工事
費負担金支払等

２月 上旬 理事会
広域系統整備計画決定・公表、短工期対策落札者決定・通知

２～
３月

２月～３月 東北電力と応募者等との契約・工事費負担金支払
等

４月 広域系統整備計画着手 広域系統整備計画着手
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Ⅱ．広域系統整備計画の記載内容（案）



11１．広域系統整備計画の記載内容（案）

 広域系統整備計画には、送配電等業務指針第４９条に基づき以下の項目を記載する。

 なお、費用負担割合は、費用負担割合案に対する同意を電気供給事業者６社に再確
認中であり、その後に一般送配電事業者へ確認する予定であるが、同意が得られるこ
とを前提に整理を進める。

記載内容

 流通設備の増強の必要性及び代替案との比較の考え方

 増強する流通設備の容量及びその考え方

 流通設備の増強の方法（増強又は新設の別、概略ルート）及びその考え方

 概略工事費及びその考え方

 流通設備の増強の完了時期

 実施案及び事業実施主体の選定結果

 受益者及びその考え方

 増強費用の負担割合及びその考え方

 その他広域連系系統の整備に関する事項



12（参考）関連規程類

【業務規程】
（広域系統整備計画の策定）
第６０条 本機関は、広域系統整備委員会の検討を踏まえ、決定された実施案、事業実施主体及び費用負担割合に
基づき、広域系統整備計画を策定し、公表する。

２ 本機関は、広域系統整備計画の策定後、事業実施主体及び受益者に対し、策定した広域系統整備計画の内容を
通知する。

【送配電等業務指針】
（広域系統整備計画の内容）
第４９条 広域系統整備計画には、次の各号に掲げる事項を記載する。
一 流通設備の増強の必要性及び代替案との比較の考え方
二 増強する流通設備の容量及びその考え方
三 流通設備の増強の方法（増強又は新設の別、概略ルート）及びその考え方
四 概略工事費及びその考え方
五 流通設備の増強の完了時期
六 実施案及び事業実施主体の選定結果
七 受益者及びその考え方
八 増強費用の負担割合及びその考え方
九 その他広域連系系統の整備に関する事項



13２．流通設備の増強の必要性及び代替案との比較の考え方

 提起者及び応募者の希望容量である3,855,600kWの電力取引の拡大のためには、東北
東京間連系線に係る広域系統整備が必要である。

 また、平成33年度以降の本連系線の東北から東京向けの空容量は0万kWとなっており、
電力取引活性化の面からも増強の必要性が認められる。



14３．増強する流通設備の容量及びその考え方

 提起者及び応募者の希望容量である3,855,600kWの広域的な電力取引の拡大を可能と
する容量として、広域系統整備実施後の運用容量（順方向）を1,028万kW（平成33年度
以降の運用容量573万kWから455万kWの増強）とする。

 また、今回の増強により70万kW程度の空容量が生じ、将来の電力取引の活性化及び
再生可能エネルギー電源の導入にも寄与できる。

 さらに、本広域系統整備により、本連系線が複数ルート化されることで、連系線１ルート
の２回線故障時の系統分離が解消されるなど、供給信頼度の向上が図られる。
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４．流通設備の増強の方法（増強又は新設の別、概略ルート）及びその考え方
（１）工事概要

 本広域系統整備の工事概要は下表のとおりとする。

 相馬双葉幹線（熱容量：631万ｋＷ）１ルートで新たに応募電源全量を東京エリアに送電するに
は熱容量面で不可能である。また、応募電源により新地火力線から常磐幹線へ流入する潮流
が増加することで、常磐幹線の新地火力線分岐以南が重潮流化する。このため、新地火力線
分岐付近にＭ開閉所（仮称）を新設するとともに、常磐幹線（南側）・相馬双葉幹線のバイパス
ルートを新設し、２ルート化する。

 また、常磐幹線（北側）ルート事故時及び青葉幹線ルート事故時の同期安定性確保のため、
宮城中央変電所～Ｍ開閉所（仮称）間のバイパスルートを新設する。

 なお、送電線の線種は、既設設備ルート停止時の回り込み潮流、東北電力の標準線種等を考
慮して選定した。

箇所 概要 No.

送電線

 500kV送電線新設
 新設開閉所～相馬双葉幹線No.56鉄塔 （仮称）Ｍ南幹線

2回線、亘長62km、線種：SBTACSR780mm24導体
 宮城中央変電所～新設開閉所 （仮称）Ｍ北幹線

2回線、亘長81km、線種：SBTACSR530mm24導体
 相馬双葉幹線No.54鉄塔～福島幹線山線No.10鉄塔

2回線、亘長15km、線種：SBTACSR780mm24導体
新設開閉所への既設500kV送電線引込（常磐幹線 4回線、新地火力線 2回線）

①

②

③

④

開閉所  500kV開閉所新設 （仮称）Ｍ開閉所（常磐幹線新地火力線分岐周辺、500kV送電線引出10回線） ⑤

送電線引出  500kV送電線引出 宮城中央変電所 2回線 ⑥

その他設備 調相設備整備、給電システム改修、系統安定化システム整備
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４．流通設備の増強の方法（増強又は新設の別、概略ルート）及びその考え方
（２）概略ルート

 早期の送電線運開が最優先であることを踏まえ、実施案の段階から遅延リスク要因は
極力回避し、あらかじめ確度の高いルートを選定することを最重要視し、実現性の高い
ルートを想定した。
 ルート経過が困難と考えられる市街地や、国定公園・高標高地は回避する。
 住宅等の建物移転が必要、眺望面に与える影響が大きいなど、地域との合意形成が困難と考
えられる個所は回避する。

 帰還困難区域等の避難指示区域は、作業時間制限や労働賃金上昇、運開遅延が避けられな
い虞から、避難指示区域は極力回避する。



17５．概略工事費及びその考え方

 本広域系統整備に要する概略工事費は1,530億円 。

 本機関及び外部コンサルにより、類似工事の過去実績との比較評価を行い、計画
段階における工事計画額（工事予算）としては妥当と判断。

 基本要件から、詳細検討等により60億円程度の減少となった。

 計画段階における机上検討での工事計画額（工事予算）であり、今後の詳細検討の中
で設計の合理化を追求するとともに、調達方法の工夫などにより更なるコスト低減を目
指す。

 なお、今後の現地調査の結果等によって、ルート・設置場所を変更せざるを得ない場合
や、資材費や労務費が高騰する場合など工事費が上昇するリスクが存在することには
留意が必要である。



18６．流通設備の増強の完了時期

 広域系統整備計画策定後、費用負担者との契約手続等が平成２８年度中に終了し、平
成２９年４月から着手する前提で、増強完了時期は平成３９年１１月、工事着手から当
該広域系統整備の運転開始までの所要工期は１０年８か月である。

 本機関及び外部コンサルにより、類似工事の過去実績との比較評価を行い、机上
検討段階における工期としては妥当と判断。

 ただし、今後とも極力早期運開を目指すこととし、計画の進捗状況を定期的に広域系統
整備委員会へ報告し、電気供給事業者の予見性を高める。

 なお、流通設備の工事には用地取得面、自然環境面等の工程遅延リスクが存在するこ
とに加え、当該ルートにおいては、東日本大震災、福島第一原子力発電所事故の影響
が懸念される。また、全国的に送電線工事が輻輳すると送電線電工等の作業要員が不
足する可能性があり、これらによる工程遅延リスクがあることには留意が必要である。



19７．実施案及び事業実施主体の選定結果

 平成２７年１２月１６日に、業務規程第３３条第１項（平成２８年４月１日変更前）に基づき実
施案及びこれを実施する事業者を募集し、平成２８年５月９日に東北電力株式会社より実
施案の応募を受けた。

 提出された実施案について、業務規程第５８条第３項及び送配電等業務指針第４６条第１
項の各号に掲げる項目を評価した結果、各項目の評価結果が妥当であることが確認でき
たことから、本広域系統整備は提出された実施案を選定し、当該実施案を提出した東北
電力株式会社を事業実施主体とする。

評価項目 結果 提出された実施案の評価結果

公募要領等
への適合性 ○

• 提出された実施案の運用容量は、公募要領に適合しており、必要な増強容量が確保されていることを確認した。
※公募要領において、応募取り下げに応じて必要な増強容量を変更することを定めたただし書きに該当。応募
取り下げに応じて実施案を修正した。

• 送配電等業務指針に定める電力系統性能基準を充足していることを確認した。
• 関係する法令等を列挙し、遵守・準拠して計画を進めることが示されており、法令又は政省令へ適合することを
確認した。

• 定量的な評価ができない要素を含む現時点の計画であることも勘案すれば、その要素をある程度見込んだ今
回の工期設定の考え方は概ね妥当。過去実績をベースとした現在の工期設定について、机上検討段階である
現時点で更なる工期短縮は難しく、予定どおりに増強が完了することの重要性を鑑みれば、現時点で工期を短
縮することはできない。

• 提出された実施案の工期（１０年８か月）を前提として、広域系統整備計画においては月単位で工期設定する。

経済性 ○ • 広域系統整備計画の計画段階における工事計画額（工事予算）としては妥当であることを確認した。

系統の安定性、
対策の効果

○
• 運用容量増加以外の対策の効果については、基本要件で「期待される効果」として記載した項目のみであるた
め、評価対象外。

事業実現性、
事業継続性

○

• 東北電力は、流通設備の建設に関する経験、維持・運用に関する経験、保守・運用の体制について、一般送配
電事業者として十分な経験があること、保守・運用体制があることから、事業実現性、事業継続性の面で事業
実施主体として問題がない。

• 送電ルート等は、妥当であることを確認した。



20８．受益者及びその考え方

 今回の広域系統整備における受益者としては、「発電設備の設置に伴う電力系統の増
強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」（平成２７年１１月６日、資源エネル
ギー庁電力・ガス事業部）及び送配電等業務指針における効果と受益の考え方をもとに、
広域系統整備委員会での検討を経て、下表のとおり受益者を整理した。

対象 受益者

区
間
１

連系可能となる新規発電設備の容量部分のうち、
提起・応募電源の容量部分

提起者及び応募者

供給信頼度等の向上による受益のうち、発電機
の出力抑制の回避に相当する部分

出力抑制により系統が安定化されるエリアの
需要家

供給信頼度等の向上による受益のうち、停電の
回避に相当する部分

停電が回避されるエリアの需要家

空容量部分 南向き空容量を通じて送電されうるエリアの需
要家

設備更新による受益が最も支配的な部分の受益
分

設備更新が行われた場合に受益する一般送
配電事業者

区間２ 送電先の供給区域も含めたエリアの需要家

その他
エリア全体の電力系統の安定性が確保される
エリアの需要家
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９．増強費用の負担割合及びその考え方
（１）基本的な考え方

 本広域系統整備に要する増強費用の費用負担割合の基本的な考え方は、本広域系
統整備の受益者の受益の程度に応じ、以下のとおりとする。

 費用負担ガイドラインに基づき、基幹系統は原則一般負担とする。

 ただし、区間１については、地域間連系線であり、「特定の電源からの送電のみを目的
として運用される部分」があるため、費用負担ガイドラインにおける「基幹系統の例外」と
して、特定負担と一般負担間の割合を「供給信頼度等向上の受益」や「既設設備の更
新受益」の評価（設備毎に最も支配的な受益で評価）により算定する。

 「供給信頼度等向上の受益評価」における出力抑制回避、停電回避の受益は、増
強する地域間連系線に並行する既設送電線故障時の影響から地域間連系線２
ルート化による受益に基づき費用負担を評価する。

 「供給信頼度等向上の受益評価」においては、拡大した運用容量相当部分の内、
応募電源が希望する運用容量を確保するため付帯的に生じた空容量部分につい
ては、基幹系統の原則のとおり一般負担とし、電力取引拡大希望量に相当する部
分を特定負担とする。

 各電気供給事業者（提起者及び応募者）は、電力取引拡大希望量に応じて特定負
担額合計を按分した額を負担する。

 一般負担間の割合の算定は費用負担ガイドラインに準じる。

 なお、土地費の全額及び地役権設定の半額は託送供給等約款に基づき、設備を所有
する会社の負担、送電線新設区間に並行する通信線以外の電磁誘導対策費は既設送
電線を所有する会社の負担として算定する。
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９．増強費用の負担割合及びその考え方
（２）具体的な費用負担の対象工事

区間 工事区分 番号

区間２

500kV送電線
引出増設

⑥

500kV送電線新設 ②④

⑤
（①の送電線引出分除く）

区間１

⑤
（①の送電線引出分）

500kV送電線新設 ①③

その他

調相設備整備、給
電システム改修、系
統安定化システム
整備

500kV開閉所新設
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９．増強費用の負担割合及びその考え方
（３）費用負担者

区間 受 益 費用負担者

区間１

運用容量拡大（応募電源利用分）他 提起者及び応募者の特定負担

供給信頼度等向上（出力抑制回避） 東北エリアの一般負担

供給信頼度等向上（停電回避） 東京エリアの一般負担

運用容量拡大（空容量相当） 東京エリアの一般負担

設備更新他※ 当該エリアの一般負担（東北、東京）

区間２ 広範囲の裨益（地内基幹系統） 東北エリアの一般負担

その他
供給信頼度等向上
（エリア全体の安定供給対策）

当該エリアの一般負担（東北、東京）

※ 区間1の用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含む。

 費用負担者は下表のとおり（具体的な算定方法は、第１７回広域系統整備委員会資料１
別紙１参照）。
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１０．その他広域連系系統の整備に関する事項
（１）短工期対策

 本広域系統整備による流通設備の増強には長い工期を要することから、応募者の電力
取引の開始希望時期に関するニーズが満たされない。

 このため、拡大できる運用容量は限定されるが短期間で実施できるような本連系線の運
用容量の拡大対策（短工期対策）を、本広域系統整備が完了するまでの対策として実施
することとし、５００ｋＶ相馬双葉幹線と既設２７５ｋＶいわき幹線の併用を選定した。

 短工期対策の工事概要は下表のとおり（概算工事費：約３２億円※、概略工期：３年程度）。
※ 短工期対策を利用する事業者の電源制限に伴う通信設備費等個別の発電所において必要な対策は除く

（短工期対策を利用する事業者が別途負担）。

 短工期対策の利用者は、以下を条件として提起者及び応募者を対象とした入札（平成２８
年７～８月に実施）により選定した。
 短工期対策に係る費用は、全て短工期対策を利用する事業者の特定負担とする。
 恒久対策運開後、東北東京間連系線の２ルート化により短工期対策は不要となるため、短工

期対策による制御装置等は、恒久対策運開後に除却する。
 このため、当該除却費も短工期対策を利用する事業者の特定負担とする。ただし、遮断器など

設備取替えにより対策し、恒久対策運開後も利用を継続する設備の除却費は除く。

項目 概要

南相馬（変）
短絡容量対策

南相馬（変）２７５ｋＶ母線故障時には、機器の性能を超える故障電流が流れるため、遮断器（３台）等
を許容電流が大きな機器へ取り換える。

電源制限装置 （制御装置）
・相馬双葉幹線２回線故障時に、いわき幹線の潮流が線路容量以下となるまで、電源を遮断する。
・常磐幹線、青葉幹線故障時に、同期安定性を維持できるよう電源を遮断する。
（電源制限に伴う通信設備）
制御装置による指令を遮断される電源へ伝送する。
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１０．その他広域連系系統の整備に関する事項
（２）留意事項

 本広域系統整備計画の内容に大幅な変更の可能性が生じた場合には、広域系統整
備委員会にて、改めて検討を行う。

 この場合、広域機関は電源の再募集などを行い、応募を継続する事業者及び一般送
配電事業者の負担増の抑制を図る。



26

Ⅲ．今後の予定



27Ⅲ．今後の予定

時期 内容

Ｈ２８年

１１月 １１月１６日～１２月１３日 応募者等 費用負担割合(案）同意確認

１２月

下旬 理事会 費用負担割合（案）（一般負担分）決定

１２月下旬～１月下旬 一般送配電事業者 費用負担割合(案）同意確認

１９日 広域系統整備委員会 広域系統整備計画（案）検討

Ｈ２９年

２月 上旬 理事会 広域系統整備計画決定・公表、短工期対策落札者決定・通知

２～３月
• 応募者等と東北電力との契約・工事費負担金支払等
• （必要の都度）広域系統整備委員会へ進捗状況報告

４月 広域系統整備計画着手

 Ｈ２９年２月上旬の広域系統整備計画決定、Ｈ２９年４月の広域系統整備計画着手に
向けて、下表のとおり進めていく予定。

 広域系統整備計画決定後、これまでの経験を踏まえ、計画策定プロセスのレビューを
行い、今後の計画策定プロセスに反映すべき事項等を検討する。


